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（
内
閣
委
員
会
）

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
四
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
個
人
情
報
の
保
護
及
び
有
用
性
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
の
で
き
る
符
号
を

個
人
情
報
と
し
て
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
当
該
符
号
の
削
除
等
に
よ
り
個
人
情
報
の
復
元
が
で
き
な
い
よ
う
に
加
工
し
た
匿

名
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
規
律
を
定
め
、
個
人
情
報
等
の
取
扱
い
に
関
し
監
督
を
行
う
個
人
情
報
保
護
委
員
会
を
設

、

、

置
す
る
ほ
か

預
金
等
に
係
る
債
権
の
額
の
把
握
に
関
す
る
事
務
を
個
人
番
号
利
用
事
務
に
追
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

本
人
の
人
種
、
信
条
、
社
会
的
身
分
、
病
歴
等
が
含
ま
れ
る
個
人
情
報
を
「
要
配
慮
個
人
情
報
」
と
定
義
す
る
。

２

「
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
」
の
定
義
か
ら
そ
の
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
量
及
び
利
用
方
法
か
ら
み
て
個
人
の
権
利
利
益

を
害
す
る
お
そ
れ
が
少
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
旨
の
規
定
を
削
る
。

３

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
利
用
目
的
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
変
更
前
の
利
用
目
的
と
関
連
性
を
有
す
る
と
合
理
的
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に
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
超
え
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

４

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
一
定
の
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
本
人
の
同
意
を
得
な
い
で
、
要
配
慮
個
人
情
報
を
取

得
し
て
は
な
ら
な
い
。

５

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
第
三
者
か
ら
個
人
デ
ー
タ
の
提
供
を
受
け
る
に
際
し
て
は
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
第
三
者
に
よ
る
当
該
個
人
デ
ー
タ
の
取
得
の
経
緯
等
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
当
該
個

人
デ
ー
タ
の
提
供
を
受
け
た
年
月
日
等
の
記
録
を
作
成
し
、
一
定
の
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
匿
名
加
工
情
報
を
作
成
す
る
と
き
は
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
及
び
そ
の
作
成
に

用
い
る
個
人
情
報
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則

で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
当
該
個
人
情
報
を
加
工
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

匿
名
加
工
情
報
取
扱
事
業
者
等
は
、
匿
名
加
工
情
報
を
第
三
者
に
提
供
す
る
と
き
は
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
第
三
者
に
提
供
さ
れ
る
匿
名
加
工
情
報
に
含
ま
れ
る
個
人
に
関
す
る
情
報
の
項

目
及
び
そ
の
提
供
の
方
法
に
つ
い
て
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
第
三
者
に
対
し
て
、
当
該
提
供
に
係
る
情
報
が
匿
名
加

工
情
報
で
あ
る
旨
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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８

認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
は
、
対
象
事
業
者
の
個
人
情
報
等
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
の
た
め
に
、
消
費
者
の
意
見
を

代
表
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
の
趣
旨
に
沿
っ
た
指
針
を
作
成
す
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
を
改
組
し
て
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
を
設
置
し
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の
監
督
を
行

う
主
体
を
主
務
大
臣
か
ら
同
委
員
会
に
改
め
る
。
ま
た
、
同
委
員
会
は
匿
名
加
工
情
報
取
扱
事
業
者
の
監
督
を
行
う
。

こ
の
法
律
の
一
定
の
規
定
は
、
国
内
に
あ
る
者
に
対
す
る
物
品
又
は
役
務
の
提
供
に
関
連
し
て
そ
の
者
を
本
人
と
す
る

10
個
人
情
報
を
取
得
し
た
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
が
、
外
国
に
お
い
て
当
該
個
人
情
報
又
は
当
該
個
人
情
報
を
用
い
て
作
成

し
た
匿
名
加
工
情
報
を
取
り
扱
う
場
合
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
等
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
取
り
扱
っ
た
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
を
自
己
若
し
く
は
第
三

11
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

二
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

地
方
公
共
団
体
が
個
人
番
号
を
独
自
に
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
情
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報
連
携
を
可
能
と
す
る
。

２

医
療
等
分
野
そ
の
他
の
分
野
に
お
け
る
個
人
番
号
の
利
用
範
囲
・
情
報
連
携
の
範
囲
を
拡
充
す
る
。

３

預
金
保
険
機
構
等
が
行
う
金
融
機
関
破
綻
時
の
預
金
保
険
制
度
等
に
お
け
る
債
権
額
の
把
握
に
関
す
る
事
務
に
お
い
て

個
人
番
号
を
利
用
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。


